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２ 議    事 

 

（１）本年度の審議の進め方について 

 

（２）令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について 
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令和５年度最低賃金専門部会の審議に関する了解事項 

 

令和  年  月  日 

 

大阪地方最低賃金審議会は、各最低賃金専門部会の運営に関する事項について、下

記のとおり了解する。 

記 

 

地域別最低賃金専門部会 

 １ 最低賃金審議会令第６条第５項の適用 

   地域別最低賃金専門部会（以下「地賃部会」という。）において、全会一致で

議決された場合は、最低賃金審議会令（昭和 34年政令 163号）（以下「令」とい

う。）第６条第５項の規定に基づき、地賃部会の決議をもって大阪地方最低賃金

審議会（以下「審議会」という。）の決議とする。 

 ２ 審議結果の審議会への報告 

   審議結果は、当該審議における議決が全会一致であるか否かにかかわらず、す

べて審議会に報告する。 

 ３ 審議の基本方針 

   審議は、自主性発揮等の観点から以下の基本方針に基づいて行うものとする。 

 （１）大阪労働局長から大阪府最低賃金の改正の決定について審議会に対して諮問

がなされた場合は、効率的な審議に資するよう、中央最低賃金審議会から地方

最低賃金審議会に対して地域別最低賃金額改正の目安が提示される前であっ

ても、調査審議を開始すること。 

 （２）前記（１）の調査審議は、大阪府下の最低賃金を取り巻く実情等を十分考慮

して行うこと。 

 （３）適正な改定最低賃金額の早期発効に向け、従来の経緯を尊重しつつ、円滑な

調査審議を行う。 

 （４）議決は、全会一致を旨とし、十分な議論を尽くすこと。 

 ４ 地賃部会の廃止 

   任務を終了したときは、地賃部会を廃止する。 

 

特定最低賃金専門部会 

 １ 特定最低賃金専門部会の任務 

   特定最低賃金専門部会（以下「特賃部会」という。）は、特定最低賃金（以下

「特賃」という。）の決定又は改正決定の調査審議のほか、必要に応じ、これら

の必要性の有無についての調査審議を行う。 

 ２ 令第６条第５項の適用 

   特賃部会において、全会一致で議決された場合は、令第６条第５項に基づき、

特賃部会の決議をもって審議会の決議とする。 

（案） 
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 ３ 審議結果の審議会への報告 

   審議結果は、当該審議において全会一致で議決されない場合は、審議会へ報告

する。 

 ４ 審議の基本方針 

 （１）適正な改定最低賃金額の早期発効に向け、従来の経緯を尊重しつつ、円滑な

調査審議を行う。 

 （２）審議は、拙速に陥らないように十分に配意し、適正な金額を示すこと。 

 ５ 特賃部会の廃止 

   任務を終了したときは、特賃部会を廃止する。 
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令和５年７月２８日 

 

大阪地方最低賃金審議会 

  会長  衣笠 葉子 殿 

 

                       大阪地方最低賃金審議会 

  基本問題協議会 座長 森 詩恵 

 

 

基本問題協議会の審議結果について（報告） 

 

 

基本問題協議会は、令和５年６月１２日に開催された総会の議決により設置され、令和

５年７月１０日及び同月２０日に開催した。 

同審議会より付託された「審議に用いる資料の考え方」、「審議に用いる統計資料」及び

「最低賃金額を決定する際の留意点」について、下記の結論に達したので報告する。 

 

記 

 

１ 地域別最低賃金専門部会の運営について 

  審議は原則として、公・労・使各側３者合同で統計資料を基に進めるいわゆる円卓会

議方式で運営する。 

 

２ 審議に用いる統計資料の考え方について 

  最低賃金法第９条第２項に定める３要素（地域における労働者の生計費及び労働者の

賃金並びに通常の事業の賃金支払能力）に対応する大阪府下、大阪府を含む統計資料を

使用して審議を行う。 

  審議に用いる基本的資料は、次のものを使用し、指標となるものを原則５ヵ年の経年

的データとして一覧表形式で併せて提示する。また、これ以外の資料についても、公・

労・使各側は必要に応じて審議の場に提出し，又は提出を求めることができる。 

 

３ 審議に用いる基本的資料について 

  （基本的調査資料） 

   ・最低賃金に関する実態調査結果（パートタイム労働者のみのものを含む） 

 

  （労働者の生計費） 

   ・勤労者世帯の１世帯当たりの１ヶ月消費支出 
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   ・標準生計費 

   ・生活保護状況 

   ・消費者物価指数（総合・持家の帰属家賃を除く総合・生鮮食品を除く総合） 

 

  （労働者の賃金） 

   ・春季賃上げ妥結状況 

   ・事業所規模別きまって支給する給与額 

   ・新規学卒者の初任給額 

   ・女性パートタイム労働者の賃金 

   ・パートタイム労働者比率 

   ・所定内給与額・時間当たり所定内給与額・最低賃金額と時間当たり所定内給与額

の比率 

      ・賃金改定状況調査結果第４表 

 

  （通常の事業の賃金支払能力） 

   ・地域別最低賃金の未満率 

   ・工業生産指数 

   ・大型小売店販売状況 

   ・企業物価指数 

   ・業況判断（ＤＩ） 

   ・経常利益額増減 

   ・売上高経常利益率 

   ・従業員一人当たり付加価値額 

   ・企業倒産件数 

 

４ 最低賃金額を決定する際の留意点について 

  以下の平成１５年７月２９日付け「基本問題協議会の審議結果について（報告）」の記

３（１）及び（２）の留意点については、次年度に向けて引き続き検討を行うこととす

る。 

（１）最低賃金額の水準は本来どうあるべきかという点（水準論議）と状況変化に対応

して最低賃金額をどう改定すべきかという点（改定論議）とは、区別して審議する

こととする。 

（２）水準論議に際しては、少なくとも賃金分布の特性値（平均値とバラツキ値）を参

照して審議することとする。なお、その場合のバラツキ値は、便宜上、平均値との

対比で第１・１０分位数ないし第１・２０分位数をもって代理させることとする。 

  なお、今年度は上記の（１）及び（２）を踏襲することとする。 
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平成１５年７月２９日 

 

 

大阪地方最低賃金審議会 

  会長  小林 英夫 殿 

 

                       大阪地方最低賃金審議会 

  基本問題協議会 座長 小林 英夫 

 

 

 

基本問題協議会の審議結果について（報告） 

 

 

 

基本問題協議会は、平成１５年５月２０日に開催された総会の議決により設置され、平

成１５年６月１７日に開催した。 

同審議会より付託された「地域別最低賃金改正審議に係るルールづくり」について審議

し，「地域別最低賃金専門部会」、「審議に用いる統計資料」及び「最低賃金額を決定する際

の留意点」について下記の結論に達したので報告する。 

 

記 

 

１ 地域別最低賃金専門部会の運営について 

  審議は原則として、公・労・使各側３者合同で統計資料を基に進めるいわゆる円卓会

議方式で運営する。 

２ 審議に用いる統計資料について 

  最低賃金決定３原則（労働者の生計費、類似労働者の賃金、通常の事業の支払能力）

に対応する大阪府下の統計資料を使用して審議を行う。 

  基本的資料は、次のものを使用し、指標となるものを原則５ヵ年の経年的データとし

て一覧表形式で併せて提示する。また、これ以外の資料についても、公・労・使各側は

必要に応じて審議の場に提出し，又は提出を求めることができる。 

 

  （基本的調査資料） 

    最低賃金に関する実態調査結果（パートタイム労働者のみのものを含む） 

○写  
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  （労働者の生計費） 

    勤労者世帯の１世帯当たりの１ヶ月消費支出 

    標準生計費 

    生活保護状況 

    消費者物価指数 

 

  （類似労働者の賃金） 

    春季賃上げ妥結状況 

    事業所規模別きまって支給する給与額 

    新規学卒者の初任給額 

    女性パートタイム労働者の賃金 

 

  （通常の事業の賃金支払能力） 

    地域別最低賃金の未満率 

    工業生産指数 

    大型小売店販売状況 

 

３ 最低賃金額を決定する際の留意点について 

（１）最低賃金額の水準は本来どうあるべきかという点（水準論議）と状況変化に対応

して最低賃金額をどう改定すべきかという点（改定論議）とは、区別して審議する

こととする。 

（２）水準論議に際しては、少なくとも賃金分布の特性値（平均値とバラツキ値）を参

照して審議することとする。なお、その場合のバラツキ値は、便宜上、平均値との

対比で第１・１０分位数ないし第１・２０分位数をもって代理させることとする。 
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７月４日（火）

専門部会委員推薦公示

意 見 聴 取 公 示

　 ７月21日（金）

 

 部会長、部会長代理の選出

 審議の進め方について

 審議資料等について

 全会一致の場合には答申

 答申後

 大阪府最低賃金改正決定答申

第355回審議会総会（第４回）  意見要旨の公示（異議申出）

８月７日（月）14:00

４号館２階第２共用会議室

 官 報 公 示

  ９月１日（金）

 効 力 発 生

  10月１日（日）

７月12日（水）締切

７月19日（水）締切

令和５年度　大阪府最低賃金の審議の進め方
大 阪 労 働 局

本審　（総会） 大阪府最低賃金専門部会 事務局の手続き

４号館２階第２共用会議室

・目安伝達説明

・関係労使意見聴取（陳述）

・基本問題協議会審議結果報告

大阪府最低賃金

専門部会委員任命

第１回

大阪府最低賃金専門部会

７月27日（木）10:00

第354回審議会総会（第３回） ２号館９階共用会議室B 

７月28日（金）15:00

目安伝達
中賃会長説明
金額改正審議

大阪府最低賃金専門部会  金額改正審議・結審

第２回

７月28日（金）13:30　 ２号館９階共用会議室Ｂ

４号館２階第２共用会議室

第３回～結審

・Ｒ４地賃答申附帯事項に
　関する取組状況報告 大阪府最低賃金専門部会

　　　異議申出に係る

第３回　８月１日（火） 9:30

８月

第４回　８月２日（水） 9:30  

第５回　８月３日（木 ）9:00

第６回　８月７日（月 ）9:00

２号館９階共用会議室Ｂ

地域別最賃専門部会審議結
果の報告あるいは令６条５
項適用不可(採決)の場合の
答申

 異議申出締切 

７月

第353回審議会総会（第２回）

大阪府最低賃金改正諮問

７月４日（火）16:00

３日答申の場合　８月18日（金）

７日答申の場合　８月22日（火）

第356回審議会総会（第５回）

　　　諮問、答申

８月23日(水) 10:00

４号館２階第２共用会議室

９月～
10月

※法定発効
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令和５年７月２８日 

大阪労働局労働基準部賃金課 

 

 

令和 4 年度 

大阪府最低賃金の改正決定（答申）附帯事項への取組について 

令和４年８月４日 答申 附帯事項 

 Ⅰ 関係省庁が連携して、生産性向上に向けた設備投資の更なる支援や取引条件の改善

等以下の支援策の早急な実施を政府に強く求める。 

 

① 賃金引上げに見合った助成金の給付等業務改善助成金をはじめとする施策について

更なる特例的な要件緩和・拡充を早急に行うことはもとより、直接的な新たな支援策の

実施、周知広報及び給付体制を構築すること 

② 下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化施策パッケージ」（令和３年 12 月）及び「取引適正化に向けた５つの取組」（令和４年

２月）に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、

原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁に向けた環境整備を行うこと 

 

 

Ⅱ 大阪労働局に対しては、以下のことを要望する。 

 

① 大阪府最低賃金の的確な周知広報、履行確保を行うこと 

② 中小企業等に対する生産性向上等の支援措置については、可能な限り多くの企業が

各種の助成金を受給できるように関係省庁と一体となり、利活用の促進、支援に努める

こと。特に、各種支援策を必要とする中小企業等に対し、効力発効日を踏まえ、効果的

な周知広報と一層の利活用を促進すること 

③ 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、当該業務委託先による最低賃

金の履行確保に支障が生じることのないよう、行政機関に対して発注時に特段の配慮

が行われるよう要請すること 

④ 下請取引の適正化については、公正な取引慣行の確立、関係法令遵守の徹底を図る

こと。特に、最低賃金の履行確保の監督を行う１月から３月までの集中取組期間におい

て最低賃金の遵守徹底を図るとともに、賃金の引上げについて適正に実施されるよう、

賃金引上げや価格転嫁対策関連の施策の紹介を行うこと 

⑤ 以上の取組状況については、履行確保の状況及び効果の検証を併せて行い、本審議

会において随時報告すること 
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Ⅰ-① 賃金引上げに見合った助成金の給付等業務改善助成金をはじめとする施策につい

て更なる特例的な要件緩和・拡充を早急に行うことはもとより、直接的な新たな支援策

の実施、周知広報及び給付体制を構築すること 

最低賃金引上げに向けた環境整備のより一層の推進を図るため、令和４年９月１日に業務

改善助成金の要件緩和・拡充が図られた。 

・ 特例的に拡充してきた設備投資等の範囲が適用される事業者について、原材料費等高騰

等の要因により利益率が減少した事業者へも拡充 

・ 事業場内最低賃金が相対的に低い地域の事業者への助成率を引き上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、令和４年 12 月にも総合経済対策を踏まえた拡充が図られた。 

・ 特に最低賃金引上げが困難と考えられる「事業場規模 30 人未満の事業者」に対して、助

成上限額を引上げ 

・ コロナの影響により売上高が減少した事業場、原材料費等高騰等の要因により利益率が    

減少した事業場の助成対象経費を拡充 

・ 事業場規模を 100人以下とする要件を廃止 

 

１ 経済産業省、中小企業庁の取組 

・ 令和４年９月の「価格交渉促進月間」のフォローアップ調査に基づき、交渉と転嫁の状況

が芳しくない親事業者に対して、指導・助言を実施 

・ より一層の自主的な取引条件の改善を促す観点から、発注側企業約１５０社の交渉と転

嫁の状況リストを公表 

・ 令和５年３月の「価格交渉促進月間」では中小企業３０万社へフォローアップ調査を行うと 

ともに、３００名に増強された下請け G メンにより年間１万件のヒアリングを実施して、業種ご 

との課題の把握分析 

【※ 令和５年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会資料より】 

 

２ 厚生労働省の取組 

・ １月～３月までの「集中取組期間」において、労働基準監督署では定期監督等の際、事業

場の業種等に合わせた賃金額がわかる資料を提供するとともに、支援策等を紹介して事業

主に賃金引上げの検討の働きかけを実施 

・ 賃金引上げに関するＷｅｂページを開設。賃金引上げに関する企業の好取組事例や賃金

引上げに向けた支援策等を掲載 

Ⅰ-② 下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化施策パッケージ」（令和３年 12 月）及び「取引適正化に向けた５つの取組」（令和４年２

月）に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原

材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁に向けた環境整備を行うこと 
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Ⅱ-① 大阪府最低賃金の的確な周知広報、履行確保を行うこと 

１ 的確な周知広報 

（１） 大阪府内全市町村・大阪市全区広報誌への掲載を依頼 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

（２） マスメディアを通じた周知広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 大阪労働局と包括連携協定を締結した金融機関での周知 

・大阪信用金庫において、電子掲示板へ動画を掲載 

・大阪信用金庫広報誌「だいしんＮＯＷ」（11、1 月号）に掲載 

・池田泉州銀行大阪府内各支店において、大阪労働局版リーフレットを配架 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J:COM 

「ＬＩＶＥニュース～大阪・東大阪・かわち・北河内～」 
答申後の記者会見 令和 4 年 8 月 4 日 答申 
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（４） ポスター・リーフレットによる周知 

    厚生労働省版の他、裏面に中小企業支援策等を盛り込んだ大阪労働局版を作成し、  

幅広く配布。６月３０日現在の配布枚数 

 

・大阪労働局版リーフレット 40,768枚 

・大阪労働局版特賃リーフレット 89,117枚 

・大阪労働局版近畿リーフレット 5,777枚 

・厚生労働省版リーフレット  58,908枚 

・パンフレット 10,688枚 

・ポスター 2,847枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 在阪鉄道各社主要駅でのポスター掲出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪メトロ（谷町四丁目駅） 

阪急（梅田駅） 

厚生労働省版 リーフレット 大阪労働局版 リーフレット 

北大阪急行（千里中央駅） 

大阪労働局版 特賃リーフレット 大阪労働局版 近畿リーフレット 

南海（泉佐野駅） 阪堺（天王寺駅前駅） 

ＪＲ学研都市線（長尾駅） 
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（６） 確定申告会場等での周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） １０月１日以降最低賃金を下回ることになる求人票を提出している求人者に対し、ハロ

ーワークから改正最低賃金額、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、事業主支

援策について周知  

 

（７） 大阪労働局雇用保険電子申請事務センターが処理完了の届出書類を返信する際、大

阪労働局版リーフレットも添付し改正最低賃金額、事業主支援策を周知 

 

（８） 大阪府信用金庫協会員各店でのリーフレットの配架 

 

（９） 過去５年間違反事業所・減額特例許可事業場への周知 

 

２ 履行確保の取組 

最低賃金主眼監督 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

堺税務署 確定申告会場 イオンモール 大阪ドームシティ 世界一・日本一合同企業説明会 

(大阪新卒応援 HW) 

「ららぽーと門真」出店者向け説明会 
茨木労働基準監督署 

労働保険年度更新会場 

大阪労働局労働保険適用・事務組合課 

労働保険年度更新会場 
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・各種情報や統計結果から最低賃金未満のおそれの高い業種等の中小企業・小規模事業

場を対象として毎年実施。 

 

３ 検証と課題・今後の取り組み 

   大阪府内自治体の協力もあり大阪府内４３市町村すべての広報誌に掲載され、広く府民

へ周知することができた。引き続き、各関係機関と連携し、大阪府最低賃金額の周知を図っ

ていく。 

最低賃金主眼監督の結果、一定数の違反事業場が存在するため、引き続き履行確保の

ための監督指導を徹底する。 

 

Ⅱ-②中小企業等に対する生産性向上等の支援措置については、可能な限り多くの企業

が各種の助成金を受給できるように関係省庁と一体となり、利活用の促進、支援に努め

ること。特に、各種支援策を必要とする中小企業等に対し、効力発効日を踏まえ、効果

的な周知広報と一層の利活用を促進すること 

１ 令和４年９月「最低賃金周知・支援月間」の取組を実施 

（１） 大阪労働局全体としての取組を局内外に周知  

 

（２） 最低賃金リーフレット裏面に省庁を横断する支援策を盛り込み、 

利活用促進を図った。 

 

（３） 労使団体、中小企業と関わりの深い機関等への周知協力要請 

 

（４） 「大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター」においてセミナーを開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 最低賃金改定の影響を受けやすい事業場を選定し、事業主支援策をまとめた資料を

用意し、労働基準監督署から改定額とともに支援策の活用を周知 
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（６） １０月１日以降最低賃金を下回ることになる求人票を提出している求人者に対し、ハロ

ーワークから改正最低賃金額、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、事業主支

援策について周知 （再掲） 

 

（７） 大阪労働局雇用保険電子申請事務センターが処理完了の届出書類を返信する際、大

阪労働局版リーフレットも添付し事業主支援策を周知 （再掲） 

 

２ 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターを通じた取組 

電話・メール・訪問・窓口相談・セミナー等、あらゆる手段で、より相談しやすい環境を整え、

助成金の活用、生産性の向上、労働時間制度の見直し、人手不足の解消、働き甲斐を高め

る賃上げ策等のニーズを踏まえた個別相談に応じている。 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

相談件数(件) 2,641 2,084 2,204 

セミナー開催数(回) 105 114 159 

セミナー参加者数(人) 2,478 4,050 5,236 

訪問コンサルティング(件) 867 776 1,290 

    ※相談件数には、賃金・助成金・同一労働同一賃金等含む、すべての相談を計上。また、１回で複数項目

の相談も１件として計上。 

    

３ 労働基準監督署における取組 

・各労働基準監督署において「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、通常は労働時間 

相談・支援班が中小企業事業主に向けての窓口相談、集団指導、説明会、訪問支援を 

実施している。 

・「最低賃金周知・支援月間」では、最低賃金改定の影響を受けやすい事業場を選定し、

事業主支援策をまとめた資料を用意し、労働基準監督署から改定額とともに支援策の活

用を呼びかけた。 

・１月～３月までの「集中取組期間」において、労働基準監督署では定期監督等の際、事

業場の業種等に合わせた賃金額がわかる資料を提供するとともに、支援策等を紹介して

事業主に賃金引上げの検討の働きかけを実施。（再掲） 

 

４ 大阪働き方改革推進会議 最低賃金のための環境整備に関する作業部会 

・令和元年５月に設置された本作業部会は、関係団体・関係省庁との連携を強化し、最低

賃金や各省庁の支援策について、横断的に周知を行えるよう設置されたもの。 

・「最低賃金周知・支援月間」では、作業部会構成員へ大阪労働局版リーフレットを送付

し、作業部会構成員から各傘下企業・団体等へ周知していただくよう協力要請を行った。 

・令和４年 10 月 24 日に作業部会を開催。労働局・各構成員の周知の状況や事業主支援

策の活用状況について共有を行った。 
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５ 大阪における支援策活用状況 

（１）厚生労働省関連 

【※ 年度毎の受付申請と支給実績の件数です。】 

 

（２）経済産業省関連 

名   称 
令和４年度 

実績件数 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金) 726件 

小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金) 1,939件 

サービス等生産性向上 IT導入支援事業(IT 導入補助金) 4,914件 

中小企業等事業再構促進事業 2,760件 

【※ 各制度のサイトから集計】 

 

６ 検証と課題・今後の取組 

賃金引上げを図る中小企業を支援する業務改善助成金と中小企業が賃上げしやすい環

境を整えるための制度・助成金等幅広い相談に応じる「大阪働き方改革推進支援・賃金相談

センター」を積極的に周知し、それぞれの利活用促進に取り組む。 

また、関係団体、関係省庁と連携し、横断的な事業主支援策の周知を図っていく。 

名 称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

業務改善助成金 
申請件数 42件 360件 510件 

実績件数 21件 285件 370件 

働き方改革推進支援助成金 

※ 成果目標を賃金引き上げとして 

いるもの 

申請件数 17件 17件 42件 

実績件数 14件 17件 34件 

キャリアアップ助成金 

※ 賃金規定等改定コース、賃金規 

定等共通化コース 

申請件数 343件 128件 228件 

実績件数 331件 141件 208件 

人材開発支援助成金 

※ 特定訓練コース、一般訓練コー 

ス、教育訓練休暇等付与コース、

特別育成訓練コース、人への投資

促進コース、事業展開等リスキリン

グ支援コース 

申請件数 4,056件 5,017件 4,936件 

実績件数 5,437件 4,519件 4,760件 

人材確保等支援助成金 

※ 中小企業団体助成コース、テレワ 

ークコース 

申請件数 0件 0件 6件 

実績件数 0件 0件 6件 
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Ⅱ-③行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、当該業務委託先による最低賃

金の履行確保に支障が生じることのないよう、行政機関に対して発注時に特段の配慮が

行われるよう要請すること 

１ 自治体への文書による配慮要請 

（１） 厚生労働省から各都道府県知事・政令指定都市市長あてに、要請文書を送付。 

（２） 大阪労働局から大阪府知事と連名で政令指定都市以外の大阪府内自治体へ要請文    

書を送付。 

（３） 大阪労働局労働基準部長から国の在阪行政機関・事務所、独立行政法人あてに要 

請文書を送付。 

 

２ 最低賃金に係る情報の提供に関する協定 

令和５年７月５日に新たに枚方市と３例目となる協定を締結。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検証と課題・今後の取組 

政令指定都市を除く大阪府内すべての自治体、在阪行政機関等に対する配慮要請は継

続して実施する。 

最低賃金違反に係る情報の提供に関する協定に基づいた取組を的確に実施する。また、

未締結の自治体については、協定の締結の働きかけを行っていく。 

 

 

Ⅱ-④下請取引の適正化については、公正な取引慣行の確立、関係法令遵守の徹底を図

ること。特に、最低賃金の履行確保の監督を行う１月から３月までの集中取組期間にお

いて最低賃金の遵守徹底を図るとともに、賃金の引上げについて適正に実施されるよ

う、賃金引上げや価格転嫁対策関連の施策の紹介を行うこと 

 

１ 近畿経済産業局との連携 

 「下請けかけこみ寺事業にかかる近畿ブロック情報連絡会議」へ令和５年２月に出席。公正な

取引慣行の構築、関係法令遵守の徹底について連携を図った。 

 

２ 労働基準監督署における取組の強化 

賃金の引上げの意向を持たないこと等を把握した事案で、その要因として以下の行為が存

在しているおそれのある場合、公正取引委員会・中小企業庁または国土交通省に通報を行っ

ている。 

また、令和４年度から監督指導において、対象事業場における賃金引上げの阻害要因とし

て「買いたたき」等が疑われる場合、労働基準関係法令違反が認められなくても、公正取引委

伏見枚方市長(左)と 

木原大阪労働局長 
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員会・中小企業庁または国土交通省に通報を行うもの、と拡充が図られている。 

（１） 下請法第４条（親事業者の禁止行為）の違反行為、独占禁止法第 19条（物流特殊指定）     

の違反行為がある場合 

（２） 元請負人による建設業法第 19条の 3 等の違反行為がある場合 

 

３ 検証と課題・今後の取組 

所管官庁と関係官庁との連携のスキームは整備されていることから、引き続き連携を行い、

最低賃金違反等の背景を見極め、所管官庁への通報を確実に行っていく。 
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